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資料５４ 
 

情報公開･個人情報保護審議会 諮問・報告事項 
 

 

件

名 
区立幼稚園における預かり保育の実施に伴う保育システムの改修について 

 

 

内容は別紙のとおり 

 

 

条例の根拠 

 

 

【諮問】 

◇第 16条第 1項本文（電子計算機による個人情報の処理変更） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（担当部課：教育委員会事務局学校運営課）
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事業の概要 

事業名 保育システム 

担当課 学校運営課 

目 的 区立幼稚園における預かり保育の実施に伴い、保育システムの改修を行い、シス

テムによる事務の適正運用を図る。 

対象者 区立幼稚園に通園し、預かり保育を利用する園児及び保護者 

事業内容 平成２７年９月から区立市谷幼稚園及び西戸山幼稚園の２園で預かり保育を実

施している。平成２８年４月より、上記２園に加え、新たに区立鶴巻幼稚園及び花

園幼稚園においても預かり保育を実施する。現在、預かり保育料の支払いについて

は、保護者へ利用回数分の納付書を渡し、金融機関等での支払いを依頼している。

しかし、幼稚園の入園料・保育料については、すでにシステムでの収納管理に移行

しており、多くの保護者が口座登録を行い、毎月口座振替を実施している。そのた

め、預かり保育料についても納付書から口座振替へと切り替え、収納管理も「保育

システム」により行うことにより、保護者の利便性の向上及び事務処理の効率化を

図る。 

 

※対象者数 

  預かり保育実施の区立幼稚園に通園し、 

預かり保育を利用する園児・・・・・・・・約３００人  

                 園児の保護者・・・・・・・・約６００人  
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別紙（個人情報処理システム開発・変更関係） 

◇電算開発等（第 16条第 1項本文関係）・・・諮問事項 

 

件名 区立幼稚園における預かり保育の実施に伴う保育システムの改修につい

て 
 

保有課（担当課）  学校運営課 

登録業務の名称 幼稚園の管理運営 

記録される情報項

目（だれの、どの

ような項目が、ど

このコンピュータ

に記録されるの

か） 

１ 個人の範囲 

 預かり保育実施の区立幼稚園に通園し、預かり保育を利用する園児及び園児の保

護者 

 

２ 記録項目 
資料１（※記録項目一覧）のとおり 
※ 下線部分が新規記録項目 

 

３ 記録するコンピュータ 
 情報政策課設置サーバ（新宿区情報システム統合基盤上で運用し、学校運営課の
イントラネット端末によりアクセスする。） 

新規開発・追加・

変更の理由 

現在、預かり保育利用回数分の納付書を発行し、保護者に金融機関等での支払い

を依頼している。しかし、区立幼稚園の保護者の多くは、保育料の払込みを口座振

替で行っているため、入園料・保育料と一緒に口座振替をすることにより、保護者

の負担を減らすことができ、利便性の向上を図ることができる。また、収納管理を

「保育システム」により行うことにより、事務処理の効率化も図ることができる。 

新規開発・追加・

変更の内容 

預かり保育収納管理業務 
１ 利用した預かり保育の実績を画面上登録・管理・照会ができるようにする。 
２ 利用した分の預かり保育料を算出できるようにする。 
３ 預かり保育料を入園料・保育料に上乗せして合算額を算出できるようにする。
４ 入園料、保育料及び預かり保育料の合算額で口座引落しデータ・納付書を作成 
 できるようにする。 
５ 月々の預かり保育料の通知を作成できるようにする。 
６ 納付結果データを取込み、消込処理できるようにする。 
７ 滞納管理できるようにする。 

開発等を委託する

場合における個人

情報保護対策 

１ 委託事業者による改修業務の実施においては、個人情報に一切触れさせない。 

２ 委託事業者に、新宿区情報セキュリティポリシーを遵守させる。 

３ 委託先が実施するテストにおいては、ダミーデータを使う。 

４ 実データを使用した検証作業は、区職員が実施することとし、委託先は、必要

な支援を行う。 

新規開発・追加・ 

変更の時期 

平成２８年 ４月  委託契約締結後システム設計 
平成２８年 ５月  システム改修 
平成２８年 ８月  システム仮稼働 
平成２８年 ９月  システム本稼働 

 


